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中小河川に関する河道計画の技術基準について

河道計画の考え方等は国土交通省河川局河川砂防技術基準（計画編）に定められている。

ただし、直轄管理の大河川に関しては、具体の手法が整理されているものの、河道を大幅

に改変することの多い中小河川に関しては、河道計画の具体的な手法等はこれまで示され

ていない。

一方、平成１８年度の「多自然型川づくりレビュー委員会」においては、中小河川を中

心として課題の残る川づくりの改善の必要が指摘されており、平成１８年１０月１３日に

は「多自然川づくり基本指針」を通知したところである。平成９年の河川法改正に当たっ

ては、３６５日の川づくりを標榜し河川管理を進めていくこととされたが、中小河川にお

いても３６５日の川を強く意識した河道計画への転換を徹底する必要がある。

本通知は、河川全体の自然の営力と自然の営みを視野に入れ、時に猛威をふるう自然の

力から生命、財産を守り、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有

している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全創出するために、河川砂

防技術基準における河道計画のうち、特に中小河川における河道改修の際の河道計画を補

足し、計画作成に当たっての基本的な考え方及び留意事項をとりまとめたものである。本

通知は河川砂防技術基準を改訂するまでの暫定的な措置として適用するもので技術的な助

言として通知する。

なお、個々の現場の状況又は社会的・文化的条件若しくは今後の技術開発の進展等によ

り、本通知に基づくものよりもさらに良い川づくりを行える可能性もある。そのような場

合には、本通知の趣旨を全体として尊重しながら、個々の部分については別の考え方で計

画・設計を行うことを妨げるものではない。

本通知を踏まえ、治水対策を効率的・効果的に推進するとともに、課題の残る川づくり

の解消と良好な河川環境の形成に努めていただきたい。
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記

１．適用範囲

本通知でいう中小河川とは、流域面積が概ね２００km2未満、河川の重要度がＣ級以下

の規模を有する河川を想定しており、主に都道府県あるいは市町村の管理する河川が対象

となる。ここでは、川幅が比較的狭い単断面の中小河川を主たる対象としている。川幅が

かなり広く、河道計画上高水敷を持つ複断面が望ましいような河川は対象としていないが、

このような河川においても、低水路の計画に関しては、本通知にある技術的な事項を参考

にするとよい。

ここに示す河道計画の考え方は、河川整備計画を検討する際の河道計画の検討、甚大な

災害の発生に伴い緊急的に実施される事業（河川激甚災害対策特別緊急事業、河川災害復

旧等関連緊急事業、河川災害復旧助成事業、床上浸水対策特別緊急事業、河川等災害関連

事業等）において流下能力を向上させるための河道計画の立案、既存の河道計画の見直し

等に適用する。なお、継続中の事業にあっても、本通知の趣旨を踏まえ、可能な範囲で所

要の見直しを検討するものとする。

本通知において、「河岸」とは河道の側岸に対応するのり肩からのり尻までの範囲を指

す。「水際部」とは、水際（陸域と水域との境界）から陸域側には日常的な水位変動の影

響を受ける範囲を、水域側には水域近傍の植物及び地形の影響を受けて水理特性・環境特

性が変化する範囲を指す。「護岸」とは、流水による侵食作用から堤内地を保護するため

に設けられる構造物であり、河川砂防技術基準（案）設計編に示されている「のり覆工」

及び「基礎工（のり留工）」、「天端工・天端保護工」、「すり付け工」、「根固工」を指す。

「河畔樹木」とは河川と相互に影響を及ぼす（冠水する、水面に日陰をつくるなど）範囲

の樹木を指す。

２．河道計画について

１）計画高水位の設定

河川砂防技術基準は、中小河川の計画高水位に関して「計画の規模の小さい河川では、

下流河道の条件を考慮しても十分に水面勾配がとれる場合には、計画高水位を地盤高程度

に設定するものとする。」としている。掘込河川では破堤氾濫を生じることはないため、

地盤高より計画高水位を低くすると、計画規模を上回る洪水が発生した場合には下流にお

ける有堤区間の危険度を増大させてしまう可能性がある。したがって、掘込河川において

計画高水位を設定する際には、下流河川へ負荷を与えないように、計画高水位は地盤高程

度とすることとされているものである。

既に計画高水位が周辺地盤高よりも低く定められている掘込河川において、大幅な拡幅

や掘削を必要とする河川改修に新たに着手する場合には、上記の趣旨に鑑みて必要に応じ

て計画高水位の見直しを検討することが望ましい。

その際、計画高水位を上げるとそれに伴って橋梁の桁下高も上げなければならなくなる

場合がある。その場合においては、上流部に流木の発生源のない河川や洪水時の流速の小

さな河川では、既存橋梁の状況や周辺の土地利用との関係について十分に留意し、積極的
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に河川管理施設等構造令（以下、構造令という）第７３条第１項４号の大臣特認制度を活

用した桁下高の見直しを検討することが望ましい。また、計画高水位を上げると接続する

水路等の計画にも影響するので併せて検討する必要がある。

計画高水位を堤内地の地盤高程度とした場合に、小堤防（いわゆる余裕高堤）を計画す

ることがあるが、前記の橋梁と同様に河川の状況を十分に勘案し、むやみに小堤防を設け

る計画とはしない（構造令第２０条は堤防のある場合にのみ適用される）。周辺の土地の

状況などから小堤防を設ける場合においては、その高さは構造令第２０条第１項のただし

書きを踏まえて必要最小限の高さを検討する必要がある。

２）法線及び川幅

河川が、出水等による経年的な変化を経て良好な自然環境を形成する河床形状や河床材

料を有する状況になっている場合、すなわち平常時のみお筋の現況が良好な自然環境を形

成している場合には、河道の法線は、その位置を極力変更しないように設定する。また、

川底が良好な状況にない河道にあっては、多自然川づくり基本指針にある「可能な限り自

然の特性やメカニズムを活用する」あるいは「河川が有している自然の復元力を活用する」

ことを実現するために、河床に十分な幅をとることが必要となる。多自然川づくりを基本

とする河道計画にあっては、このことを検討に際して特に重要視する必要がある。

直轄管理の大河川にあっては、低水路の中でみお筋が自由に変化できる空間が確保され

ている場合が多く、河道計画においては低水路のあり方が課題となり、そのような観点で

河川砂防技術基準に種々の解説がなされている。一方、中小河川にあっては、周辺の土地

利用等の制約を受けることが多いため、川幅が狭く護岸が直接平常時の流路を拘束してい

る場合が多い。中小河川では流下能力を２倍以上に増やす河川改修も多く、そのような河

川で河川改修を行うことは、川本来の姿を取り戻す貴重な機会となる。その際に、安易に

過度な河床掘削を選択することは、洪水時の流速を増大させ、河道特性に大きな変化を生

じることになり、治水上の課題をもたらすことが多い。また、気候変動に伴う将来的な洪

水流量の増加も予想されるところであり、十分な川幅が確保されていれば将来に河道の再

改修の必要が生じても柔軟で効率的な手法をとれる余地が大きいことにも留意すべきであ

る。以上のことから、流下能力を増大させるために必要な河積の拡大は、原則として川幅

の拡幅により行い、河川が有している自然の復元力の活用を可能とすることとする。

すなわち、河道計画を検討する際には、まず拡幅による川幅の確保を先行して検討する

ことを原則とし、できる限り洪水流量と河床勾配、河床材料に対応した川幅の確保を目指

すものとする。その原則の下で、社会的・自然的な制約を踏まえて川幅や法線を設定する。

この際、現況の地形及び地物、並びに利用可能な用地の状況等を良く把握し、それらの特

徴を極力活かした設定を行うものとする。拡幅を原則とすることは、過度な河床掘削によ

り洪水時の流速や掃流力を増大させないという河道の維持管理上の意義も有している。河

床掘削が抑えられると、河床や構造物の安定、さらにはそれらに必要とされる対策の削減

につながり、また河道の洗掘に対する維持管理は容易になるものと考えられる。ただし、

堆積に伴う維持管理は増加する可能性があり、これを最小限とするため、必要に応じて３）

横断形（１）河床幅の項に記載する横断形状の工夫を行う。なお、中小河川は、過去の堆

積地形等を下刻あるいは開削して形づくられた場合が多く、掘削により河床の材料構成（地

質状況）が激変する場合がある。この点からも、河床掘削はできるだけ避けることが望ま
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れる。

また、拡幅を行う場合に、河岸の河畔林など河岸の自然環境が良好なときには、出来る

限りそのような河岸を保全することが大切であり、そのようなときには原則として片岸を

拡幅する。

３）横断形

（１）河床幅

本通知では川底を構成する場所の横断方向の端部間の幅を河床幅と呼ぶ。

中小河川にあっては、河床部において護岸が直接平常時の流水を拘束している場合が多

いが、拡幅される川幅の下で設定する横断形は、以下の事項に留意して河床幅を十分確保

することを基本として設定する。

・川らしさを作る土砂の移動や河床変動が生じる場を確保し、良好な自然環境を形成させ

る。あるいは、現状の良好な自然環境を形成している河床をできるだけ改変しない。

・河床に作用する流速を増大させないことにより、河床形態の変化や河床低下などを生じ

ることで必要とされる新たな対策を不要とする。

ただし、河床の拡幅時に全体を平坦にするなどして、出水時に河床に作用する流速が下

がりすぎると土砂の移動や河床変動が止まり、川らしい自然環境を維持形成する作用が消

失してしまう。特に、拡幅後の河床が過度に安定化すると、川幅一杯に植生が繁茂する、

あるいは河道の樹林化が過度に進行するなど、河川環境の悪化とともに治水上の障害を生

じることがあるので留意する。したがって、河床材料と拡幅時の掃流力との関係を検討す

るなどによって、河川の流水の力を活用した河道維持の可能性を評価し、掃流力が不足す

る場合には低水路を設ける等の対応を採ることとする。この場合、高水敷と低水路という

２段階の高さの平場を設けることは必ずしも必要ない。出水等を経て形成される将来的な

河道形状を想定した、自然な形状を持った河道断面にできれば良い。

（２）河岸ののり勾配

河岸ののり勾配は河岸の自然復元や水辺へのアクセスの観点から緩勾配とする方が望ま

しい場合が多いものの、川幅（用地幅）の制約がある場合等においても川が有する自然の

復元力を活用するためには一般に河岸ののり勾配を五分程度に立てて河床幅を十分に確保

することが有効となる。このとき、河岸の勾配を立てる一方、川幅を狭くするのではなく、

現在の川幅の中で良好なみお筋が形成されるよう極力広い河床幅を確保するために現況の

川幅を狭くしないことが重要である。なお、これは前述の気候変動対応の点からも有効で

ある。

川らしい景観を踏まえた横断形のあり方から検討すると、河床幅が横断形高さの３倍以

上を確保できる場合に、２割以上ののり勾配を採用することが望ましい。

また、２割以上ののり勾配の河岸とする場合には、盛土により現況の河床を埋没させな

いことを基本とする。

（３）河床掘削

用地の制約等から拡幅のみによる川幅の確保が困難な場合には、最小限の河床掘削を検

討するものとする。河床掘削を行う場合は、河床材料、河床勾配、周辺の植生や景観等、
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河道特性や河川環境特性に大きく変化をもたらし河床の安定を損なうこととなる場合があ

るため、このような観点での検討を適切に行うものとする。特にこれまでの河積拡大の実

績や環境面を考慮すると、平均的な掘削深にして６０ｃｍを上限とすることを原則として、

その掘削深を超える場合には、河床材料、河床勾配、河床下層の土質、土砂供給動向、河

床変動傾向等を踏まえた中長期的な河道変化や橋梁等の構造物や取排水への影響等を考慮

した河道計画を十分な技術的知見を有する者が検討する必要が特に大きい。このような場

合には、技術的知見の集積を図るため、国土交通省河川局河川環境課まで情報を提供頂く

よう依頼する。ただし、河道内に局部的もしくは一時的に堆積した土砂を撤去することに

起因して平均的な掘削深が６０ｃｍを超える場合はこの限りではなく、堰の改築・撤去部

分上流などで部分的に必要とされる河床掘削や、河道周辺の崩壊で河床に堆積した土砂を

撤去する場合の掘削などがこれにあたる。

また、掘削する場合の河床部の横断形状は、川らしい河床形状が持つ特性が施工直後か

ら発現されるよう河床に形成されたみお筋や縦横断方向の地形を平行移動する形状とし、

平坦な河床とした台形の横断形状は採用しない。さらに、河床掘削にあたっては以下の点

に留意する。

・掘削により河床材料（または地質状況）に大きな変化を生じさせない。

・河道を拡幅、掘削する際に河床を構成する礫や巨石等を搬出してしまうと、河床材料が

細粒化し著しい河床低下を生じさせることがある。したがって、河床を構成すべき礫や

巨石等を存置させて河床の状況が現況と大きく変化しないようにする。なお、河床から

突出するような巨石等であっても、必要とされる巨石等は存置させ、流下断面はその前

提の下で検討することとする。

４）縦断形

縦断形の計画に当たっては、河床の安定性と上下流間の生物移動の連続性の確保につい

て十分に考慮することが必要である。

拡幅による河積の確保と河床幅の確保を基本とした河道計画にあっては、

・洪水時の流速や掃流力を現況より増大させることがない。

・河床掘削を避けたことにより現況の河床の状況が維持され、その状況が良好な場合、川

の有する自然の復元力をそのまま活かすことができる。

・これらより、大きな掘削による河道計画に比べると縦断形を維持しにくくする著しい河

床変動は生じにくい。

等、河床の安定性確保の面で一般に利点が多く、縦断形の計画に当たり上下流間の生物移

動の連続性を十分に考慮することが可能である。このため、現況が良好な場合には縦断形

は現況踏襲が基本となり、縦断勾配を処理する床止め等の横断構造物は、拡幅を基本とし

た河道計画を検討した上で必要最小限の箇所とするものとする。

以上述べてきた拡幅を基本とした河道計画が難しく、河道掘削による河積の拡大を基本

とした改修を行わざるを得ない場合の縦断形の設定については、以下の点に留意して検討

を行うものとする。

①掘削が軽微である場合（２．３）（３）河床掘削で述べた平均的な掘削深が６

０ｃｍに満たない場合）、現況の縦断形状が良好なときには河床形態等を変更

しないように、２．３）（３）横断形の河床掘削に記したとおり、縦断形はほ
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ぼ平行移動するように検討する。ただし、掘削により河床材料等に大きな変化

がみられるときには、次の②と同様の検討を行う。

②掘削深が大きい（６０ｃｍを超える）場合には、２．３）（３）河床掘削で述

べたよう掘削に伴い起こりうる河床変動を考慮した上で、縦断形を設定する。

上下流間の生物移動の連続性を確保するという観点から、落差工等は極力避け

ることが望ましいが、どうしても必要になった場合には、その配置や設計・施

工において、上下流間の生物移動の連続性や景観、設置後の河床変動に十分配

慮する。

③急流河川では、現地において自然状態で形成されていた河床材料、河床形態、

河床勾配の関係を十分に把握し、巨礫等の河床材料を残留させるなどの検討を

行い、巨礫が河床安定に果たしてきた役割を生かす計画とする。その際には、

巨礫を存置し組み合わせることで落差工と同等の効果を発揮させることを積極

的に検討する。その場合、洪水時の河床変動に対する護岸の安定等に関しては、

類似河川の事例などを踏まえて検討しておく必要がある。なお、掘削によらな

い改修においても、河道内にある巨石は取り出さず存置することを原則とする。

５）粗度係数

流下能力検討に当たって、設定された縦横断形に対応して設定する粗度係数は、現況が

良好な状況である河川にあっては、現況と同程度となるように設定することを基本とし、

少なくとも現況より小さくしないことを原則とする。特に川幅が比較的狭く護岸を有する

横断形の場合には、相対的に護岸の粗度が大きく影響するので注意が必要である。一方、

川幅を大きく拡幅する場合には、植生の繁茂による粗度の増大に留意する。

中小河川における粗度は、洪水痕跡に基づく逆算粗度より設定することが難しい場合が

多く、そのような場合には、河川砂防技術基準（案）同解説・調査編や類似河川の事例な

どを参考に設定する。

３．河岸・護岸・水際部の計画・設計について

中小河川では一般に大河川と比較して川幅が狭いことから、河岸や水際部が河川環境に

与える影響が相対的に大きい。

一方で、中小河川の河道は単断面形状であることが多く、周辺の土地利用等の制約を受

けることが多いため、許容できる河岸侵食幅を十分取ることが一般に難しいことから、河

岸処理方法の検討において、護岸や水制といった河岸防護施設の設置が対象になる場合が

多い。このため中小河川では、河岸防護施設の必要性判断の適切さや、必要とされた場合

の施設計画・設計の適切さが、良好な川づくりを達成する上でとりわけ重要となる。

こうした認識の下、本項では、多自然川づくりの全面的な展開を促進するため、河川管

理施設等構造令や河川砂防技術基準等における河岸防護の考え方に、河川環境（河川景観

・自然環境）の観点を加え、治水と環境を合わせた総合的な観点から、河岸・水際の計画

・設計に関する基本的考え方をとりまとめたものである。

なお、堤防、床止め、堰、水門及び樋門、取水塔、橋の設置に伴い必要となる護岸及び、

河床や水辺へのアクセスのために河岸に設けられる階段工、坂路等については、本通知の
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対象外とする。ただし、これらの構造物についても、周囲の景観との調和に関しては本通

知にある技術的な事項を参考にすると良い。

１）河岸・水際部の環境上の機能の確保に関する一般的留意事項

河岸・水際部は、河道のうち人の目に触れる部分の多くを占めるとともに、陸地と水面

の境界という重要な景観要素を含むことから、河川景観の形成上重要な機能を持つ。また、

河岸・水際部は、動物にとって重要な意味を持つ陸域と水域を結ぶ移動経路となるととも

に、その場自体が多様な動植物の生息・生育・繁殖空間ともなるなど自然環境面でも重要

な機能を担っている。

このため、河岸・水際部の計画・設計にあたっては、治水機能の確保に加え、河岸・水

際部が本来有する河川景観及び自然環境面での機能が十分発揮されるよう行うものとす

る。

２）自然な河岸・水際の形成

自然状態の河岸では、湾曲部の外岸側が急勾配となり水際部には淵を形成し、内岸側が

緩勾配となり水際部には砂州を形成するなど、流量や河床勾配・河岸材料等の河道特性に

合わせてのり勾配や形状が多様に変化する。このことから、河岸・水際部を設計する際に

は、同じのり勾配で平坦な河川にするのではなく河道特性や自然環境上の特性を十分に踏

まえ、できる限り縦断的・横断的に自然な変化をもつ河岸・水際部になるようにするもの

とする。

また、自然な水際部を形成するため、寄せ土や捨て石など現地で調達できる河岸・河床

材料を有効活用することにより、水際部の植生の基盤となる土砂堆積を確保するとともに

水際部に変化を与えることができる。このような方策を講じること等により、できるだけ、

工事完成後の自然の働きにより植生が水際部を覆って水際部の境界が明瞭に視認できない

ようにするとともに、水際部を、直線又は単純な幾何形状が連続したものにしないように

すること。

なお、水際部の植生は、稚仔魚の生息場所や水際部を好む鳥類、昆虫類等の動物の生息

場所として重要である。また、陸域と水域の間の生物の移動経路の確保や、魚類等への陸

域からの餌資源供給の確保の観点からも水際部の植生は重要である。寄せ土や捨て石の効

果的な配置は、魚類等の生息環境上重要な低流速域を作り出す効果もある。以上の点につ

いても十分留意することが必要である。

３）護岸設置の必要性の判定

対象箇所の河岸域の河道特性が以下のア）～キ）のいずれかに該当する場合は、侵食対

策のための護岸を設置しないことを原則とした検討を行う。既設の護岸が設置されている

河岸を改修する場合でも、機械的に新たな護岸設置を行うのではなく、同様の考え方で護

岸設置の必要性を慎重に判断するものとする。いずれの場合でも、河岸域の侵食・洗掘に

対する耐力等から河岸防護の必要があると判断された場合にのみ、後記の「４）護岸を設

置する場合の設計上の留意点」を踏まえ、護岸等の検討に入ることとする。

ア）周辺の土地利用状況等から、河岸防御を行う必要性が低いと考えられる箇所

イ）現状が自然河岸であって、既往洪水によって侵食が大きく進行した様子が無
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く、改修後の河道条件下でも河岸に働く外力を増大させる方向での流水の作

用の変化が想定されない箇所

ウ）現状が岩河岸等で侵食が急激に進行する恐れのない箇所

エ）川幅が局所的に拡大し死水域となる箇所

オ）湾曲部内岸側等の水裏部で河岸を十分な高さで覆うような寄州の発達が見ら

れ、その状況が規模の大きな洪水によっても変わらない（例えば内岸を主流

が走るようになって水裏部の寄州の一部が侵食されるような状況が生じない）

と想定される箇所

カ）改修後の代表流速が１．８ｍ／ｓ以下の箇所（河岸に裸地が残る可能性があ

る一方で、河岸が河岸を防御する機能を有する石礫で覆われていない箇所を

除く。）

キ）河岸防護が必要な箇所であっても、水制の設置その他の代替策を適用する方

が良いと判断される箇所

４）護岸を設置する場合の設計上の留意点

（１）護岸の環境上の機能の確保

護岸は、河岸・水際部の計画・設計を行う際の手段の一つであり、治水上の観点から河

岸防護が必要な場合に限り適切に活用していくというスタンスが基本となる。護岸は、治

水上の安全性を確保しながら、想定される河川環境への影響を緩和するように必要な機能

を確保することとする。すなわち、護岸を設計する場合は治水機能の確保に加えて、3.1)

項で述べた河岸・水際部が本来有する環境上の機能を確保する視点が重要となる。

護岸の設計の際に環境上確保すべき機能についての考え方は以下のとおりである。

①護岸は、のり肩・水際部に植生を持つことを原則とし、直接人の目に触れる部分を極

力小さくすることが望ましい。なお、その護岸自体が川らしい景観を創出する場合は、

その限りではない。

②護岸は、周囲の景観と調和するとともに、水際及び背後地を重要な生息空間とする生

物が分布している場合は生息・生育空間・移動経路としての機能を持つことが望まし

い。

a) 護岸は、周囲の景観との調和について以下の機能を持つことが望ましい。

・護岸の素材が周囲と調和した明度、彩度、テクスチャーを有していること

・護岸のり肩、護岸の水際線等の境界の処理は目立たず周囲と調和していること

b) 護岸は、生息・生育空間・移動経路として以下の機能を持つことが望ましい。

・生物の生息・生育場所や植生基盤となりうる空隙を持つこと。なお、空隙の確

保を優先するあまり、景観上不自然なものとならないよう配慮すること。

・生物の生息・生育に適した湿潤状態ののり面を確保するため、透水性・保水性

を持つこと。

（２）護岸・根固め等を設置する場合における水際部の環境上の機能の確保

護岸・根固め等を設置する場合には、工夫を凝らさないと水際部の自然性が失われやす

いことから、３）２項で述べた自然な河岸・水際の形成のための施策を十分な注意を払っ

て適切に実施すること。
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また、水際部の根固めについて、天端高は水位変動を把握した上でできるだけ露出しな

い高さに設定するものとし、根固めの上部には捨て石を施すなど、露出した場合でも周辺

の景観になじむような工夫を検討するものとする。なお、歴史・文化的景観の観点や、舟

運等の河川利用の観点から、根固めの露出が問題ないと判断される場合にはこの限りでは

ない。

水衝部で淵が形成される場合は、その河川環境上の役割（魚類の休息場、洪水時の避難

場所、越冬場所等）を考慮して淵を保全することが望ましい。この場合は、洗掘域の位置、

範囲、最深河床高の評価結果に基づき、淵の保全が図られるよう基礎工の根入れの天端高、

根固めを設置する場合にはその敷設範囲と敷設高を設定する。

（３）掘込河川の護岸のり肩の処理

市街地等の掘込河川において護岸が整備されている場合に天端のり肩にできる土羽の空

間は、並木や河畔林等がある環境上の貴重な空間となる場合が多い。掘込河川を整備する

場合には、そのような空間の確保の重要性に留意し、天端工や天端保護工を施す必要があ

る場合でもその上部を土で覆った構造とする等の護岸の構造や高さの工夫を行い河川環境

の向上に努めることとする。

（４）CO2発生抑制

護岸を検討する際には、現地発生材料を用いた工法の検討など地球温暖化防止のた

めのCO2発生抑制の観点に留意するものとする。

４）河畔樹木に関する基本的な考え方

現況の河道に良好な河畔樹木がある場合は、洪水に対する安全性、樹木の管理体制、流

木対策等を十分に検討した上で、保全することが望ましい。河畔の樹木は、日差しが強い

時期に安らげる木陰を生み出すとともに、日陰部の地面の乾燥化の防止や樹木から水域へ

の餌資源の提供等を通じて良好な環境を形成するため、川幅が広く死水域となっている箇

所などには「河川区域内における樹木の伐採、植樹基準（平成10年6月19日建設省河川局

治水課長通知）」第十五の二の規定に従い、植樹が可能であるため、樹木の設置を含め河

川景観・自然環境に配慮した構造を積極的に検討するものとする。また、まちづくり等と

一体となって広い川幅を確保し、その中で樹木の存置の余地を生み出すこと等も推奨され

る。

なお、樹木の近接部に護岸を設置する必要がある場合には、樹木を保全できる構造や、

樹根を受け入れる耐力の確保が求められる。

４．付帯施設

１）管理用通路

掘込河川では、川幅の確保を十分に考慮した上で、管理用通路の必要性及び幅を検討す

る必要がある。地盤高からの比高が小さな堤防の管理用通路については、昭和５２年治水

課長通知「河川管理施設等構造令及び同施行規則の運用について」７（２）により規定が
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なされているところである。この通知を十分に踏まえつつ、治水上の必要性を十分に考慮

して管理用通路の幅及び必要性を検討する。特に暫定改修の場合には、コストと環境上の

制約、将来の手戻り等を考慮して管理用通路の検討を行う必要がある。

ただし、都市河川にあっては、まちづくりとの連携を含め、良好な水辺空間の形成にと

って十分な広さを有する管理用通路が必要となる場合が多い。したがって、そのような場

合にはかわとまちづくりの関係を十分に考慮し、既存の沿川道路を勘案しながら管理用通

路について検討する必要がある。

２）河床へのアクセス

河岸が５分勾配の護岸となっている場合など、河床や水辺へ容易にアクセスできない場

合には、河道内での維持管理作業や水辺での活動の支障とならないように、適切な間隔で

階段工、坂路等の水辺へのアクセスを可能とする施設を設けることを基本とする。

５．維持管理の考慮

河道計画で想定した良好な河川環境を実現していくためには、短期間に人為的に完成さ

せようとするのではなく、出水等による河道の変化を踏まえ、河川改修等の工事実施後の

定期的な観察や追跡調査等に基づく改善、あるいは自然環境も含めた維持管理が重要であ

る。すなわち、順応的に河道を管理し河川環境を改善していくことが基本である。また、

長期かつ広域にわたり順応的な取り組みを行い、河川環境に関する継続的な配慮などを可

能とするためには、地域住民や市民団体等との連携・協働が必要とされる。

６．附則

１）平成二十年三月三十一日 国河環第一二四号 国河治第一五〇号 国河防第七八

四号に基づく中小河川に関する河道計画の技術基準は廃止する。

２）本基準は平成二十二年八月九日から施行する。


